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高
額
介
護
合
算
療
養
費
に

つ
い
て

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
１
１
‐
２
９
０
‐
５
６
０
１

役
場
福
祉
課
保
険
係

☎
５
７
４
‐
２
２
１
４

医
療
と
介
護
の
両
方
を
利
用
し

て
い
る
世
帯
の
自
己
負
担
を
軽

減
す
る
制
度
で
す

　

同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
が
、
１
年
間
に

支
払
っ
た
医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

自
己
負
担
額
の
合
計
が
限
度
額
を
超
え
た

と
き
は
、
そ
の
超
え
た
額
が
医
療
保
険
お

よ
び
介
護
保
険
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
国
保
・
後
期
医
療
保
険
の
加
入

者
の
み
で
支
給
対
象
と
な
る
方
に
は
、
申

請
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

○
医
療
費
ま
た
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
自

己
負
担
額
の
い
ず
れ
か
が
０
円
の
場
合

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

○
国
保
と
後
期
の
医
療
費
は
同
一
世
帯
で
も

合
算
さ
れ
ま
せ
ん
（
社
会
保
険
の
方
も
同

様
で
す
）。

○
支
給
額
が
５
０
０
円
以
下
の
場
合
は
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。

※ 1　住民税課税世帯で同一世帯に課税所得 28 万円以上の被保険者の方がいる場合
　　　に「年金収入＋その他の合計所得額が一定以上の方
※ 2　住民税課税世帯で一般Ⅱ（2 割）に該当しない方
※ 3　世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方
※ 4　世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が 0 円（公的年金収入のみ
　　　の場合、その受領額が 80 万円以下）、または老齢福祉年金を受給している方

70
歳
未
満
（
後
期
加
入
者
除
く
）

所得区分 自己負担額の
合計の限度額

所得 901 万円超世帯 212 万円

所得 600 万円超 901 万円以下世帯 141 万円

所得 210 万円超 600 万円以下世帯 67 万円

所得 210 万円以下世帯 60 万円

住民税非課税世帯 34 万円

1 年間の自己負担限度額表
〔1年分の自己負担額の計算期間：令和 4 年 8月1日～令和 5 年 7月31日〕 国

保
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ70

歳
以
上
国
保
及
び
後
期
加
入
者

負担
割合 区　　分 自己負担額の

合計の限度額

３
割

現役並み
所得者
世帯

現役Ⅲ 課税所得 690 万円以上 212 万円

現役Ⅱ 課税所得 380 万円以上 141 万円

現役Ⅰ 課税所得 145 万円以上 67 万円

2 割 一定以上
所得者 一般Ⅱ （※ 1）

56 万円
1 割 一般 一般Ⅰ （※ 2）
１
割
及
び

国
保

住民税
非課税世帯

区分Ⅱ （※ 3） 31 万円

区分Ⅰ （※ 4） 19 万円

冬
道
で
の
交
通
事
故
防

止
の
ポ
イ
ン
ト

◆
ス
ピ
ー
ド
ダ
ウ
ン
と
慎
重
な
運
転
を

　
　

冬
道
で
は
、
滑
り
や
す
い
路
面
で
の
ス

リ
ッ
プ
等
に
よ
る
正
面
衝
突
や
路
外
逸
脱
事

故
、
追
突
事
故
が
多
発
し
ま
す
。
ス
ピ
ー
ド

ダ
ウ
ン
と
路
面
状
況
に
合
わ
せ
た
慎
重
な
運

転
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

◆
時
間
に
余
裕
を
も
っ
た
運
転
を

　
　

先
を
急
ぐ
と
危
険
な
の
で
、
目
的
地
ま
で

の
道
路
状
況
や
天
候
を
確
認
し
て
、
時
間
に

余
裕
を
持
っ
た
運
転
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

◆
「
急
」
の
つ
く
運
転
操
作
は
危
険

　
　

急
発
進
・
急
ハ
ン
ド
ル
・
急
ブ
レ
ー
キ
と

い
っ
た
「
急
」
の
つ
く
運
転
操
作
は
ス
リ
ッ

プ
に
つ
な
が
り
大
変
危
険
で
す
。
道
路
状
況

に
応
じ
た
ハ
ン
ド
ル
、
ペ
ダ
ル
操
作
を
心
が

け
ま
し
ょ
う
。

◆
交
差
点
の
死
角
に
注
意

　
　

交
差
点
で
は
「
車
が
来
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
」、「
歩
行
者
が
横
断
す
る
か
も
し
れ
な

い
」
と
危
険
を
予
測
し
て
、
徐
行
と
安
全
確

認
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

◆
悪
天
候
に
注
意

　
　

吹
雪
や
大
雪
な
ど
悪
天
候
時
は
不
要
不
急

の
外
出
は
控
え
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
万

が
一
の
立
ち
往
生
等
に
備
え
て
防
寒
具
や
ス

コ
ッ
プ
等
を
車
に
準
備
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

氷
上
釣
り
で
の

事
故
に
注
意
！

◆
水
中
転
落
事
故
の
防
止

　

過
去
に
十
勝
川
や
長
節
湖
な
ど
の
氷
上
で
の

魚
釣
り
中
に
、
氷
が
割
れ
て
水
中
に
転
落
す
る

事
故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

冬
期
の
水
中
転
落
事
故
は
生
死
に
か
か
わ
り

ま
す
。
氷
上
で
魚
釣
り
を
す
る
と
き
に
は
「
自

分
の
身
は
自
分
で
守
る
」こ
と
を
第
一
に
考
え
、

危
険
な
場
所
に
は
絶
対
に
近
づ
か
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

◆
一
酸
化
炭
素
中
毒
事
故
の
防
止

　

閉
め
切
っ
た
テ
ン
ト
内
で
ス
ト
ー
ブ
等
の
火

気
を
使
用
し
た
釣
り
で
は
、
換
気
不
足
に
よ
る

一
酸
化
炭
素
中
毒
事
故
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
ま
す
。

　

一
酸
化
炭
素
中
毒
は
、
気
づ
い
た
と
き
に
は

手
遅
れ
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、

テ
ン
ト
内
、
車
内
で
火
気
を
使
用
す
る
際
は
、

換
気
に
注
意
す
る
と
と
も
に
、
一
酸
化
炭
素

チ
ェ
ッ
カ
ー
を
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

駐
在
だ
よ
り

は
る
に
れ

～
み
ん
な
で
つ
く
ろ
う　

安
心
な
ま
ち
～

池
田
警
察
署
☎
５
７
２
‐
０
１
１
０

茂
岩
駐
在
所
☎
５
７
４
‐
２
０
１
３

豊
頃
駐
在
所
☎
５
７
４
‐
２
１
５
１

大
津
駐
在
所
☎
５
７
５
‐
２
０
０
２

冬の火災に注意！
　空気が乾燥すると建物
や家具などに蓄えられる
水分が少なくなるため、
火災につながりやすくな
ります。
　ストーブの近くに燃え
る物を置く、たばこやコ
ンロの消し忘れ等も火災
の原因となります。住宅
火災が多くなっているの
で、火の扱いには十分注
意しましょう。

広
報
と
よ
こ
ろ

▽
高
額
介
護
合
算
療
養
費
に
つ
い
て	

ほ
か

議
会
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り

問合せ先

確
定
申
告
を

受
け
付
け
ま
す

役
場
住
民
課
住
民
税
係

☎
５
７
４
‐
２
２
１
３

　

令
和
５
年
分
所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
の

確
定
申
告
お
よ
び
令
和
６
年
度
町
道
民
税
の
申

告
を
受
け
付
け
ま
す
の
で
、
次
の
事
項
に
該
当

す
る
方
は
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、申
告
受
付
会
場
は
非
常
に
込
み
合
い
、

長
時
間
お
待
た
せ
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

医
療
費
控
除
の
明
細
書
や
収
支
計
算
書
な
ど

は
、
事
前
に
作
成
し
た
う
え
で
お
越
し
く
だ
さ

い
。

■
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

○
令
和
６
年
１
月
１
日
現
在
、
豊
頃
町
に
住			

所
を
有
し
、
次
に
該
当
す
る
方

○
令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
12
月
31

日
ま
で
の
間
に
、
何
ら
か
の
所
得
が
あ
っ
た

す
べ
て
の
方

○
給
与
所
得
者
で
年
末
調
整
を
さ
れ
て
い
な
い

方
、
ま
た
、
年
末
調
整
を
さ
れ
て
い
る
方
で

も
他
の
事
業
所
等
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る

方
○
今
後
、
児
童
手
当
・
保
育
所
入
所
・
扶
養
認

定
な
ど
の
た
め
に
、
所
得
証
明
書
等
が
必
要

と
な
る
方

○
所
得
税
、
町
道
民
税
の
控
除
額
が
違
う
な
ど

の
理
由
の
た
め
、
所
得
税
の
確
定
申
告
は
必

要
な
い
が
、
町
道
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

○
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
て
所
得
税
、

町
道
民
税
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方

■
申
告
の
と
き
に
必
要
な
も
の

○
印
鑑
（
振
替
納
税
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
銀

行
に
届
け
て
い
る
印
鑑
）

○
給
与
・
賃
金
・
年
金
な
ど
を
受
け
て
い
る
方

は
、
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
支
払
者
の
証
明
書

○
事
業
を
行
っ
て
い
る
方
は
、
収
支
、
経
費
の

分
か
る
明
細
書

○
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
、
国
民
年
金
等

の
領
収
書
や
証
明
書
（
控
除
を
受
け
る
際
に

は
、
証
明
書
が
必
要
で
す
。）

○
医
療
費
控
除
の
申
告
を
す
る
方
は
、
領
収
書

ま
た
は
、
医
療
費
の
お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
等
を

持
参
い
た
だ
き
、
受
診
者
・
医
療
機
関
ご
と

に
計
算
し
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
※
支
払
っ

た
医
療
費
が
戻
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
振
替
納

税
ま
た
は
還
付
請
求
を
す
る
方
は
、
本
人
が

開
設
し
て
い
る
銀
行
等
の
口
座
番
号

※
申
告
書
の
関
係
用
紙
は
受
付
時
に
お
渡
し
し

ま
す
が
、
事
前
に
必
要
な
方
は
、
住
民
課
に

請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

◇申告受付日程
会　場 月　日 時　間

池田税務署
※入場整理券が必要

２月16日（金）

～

３月15日（金）
※ただし土日・祝日は除く

 9：00～16：00

役場住民課
（１階会議室）

8：30～12：00

13：00～16：00

大津コミセン 2 月 22 日（木） 10：00 ～ 16：00

※
「
十
勝
池
田
税
務
署
」（
池
田
町
字
旭
町

１
丁
目
８
番
地
８
）
で
は
、
混
雑
を
回

避
す
る
た
め
、
会
場
へ
の
入
場
に
は
「
入

場
整
理
券
」（
会
場
で
当
日
配
付
ま
た
は

国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
で

事
前
発
行
）
が
必
要
で
す
。

　
　

配
付
状
況
に
応
じ
て
、
後
日
来
場
を

お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

公
的
年
金
等
を
受
給
さ
れ
て
い

る
方
の
確
定
申
告
に
つ
い
て

役
場
住
民
課
住
民
税
係

☎
５
７
４
‐
２
２
１
３

問合せ先

　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
計

算
の
結
果
、
納
税
額
が
あ
る
場
合
で
も
、
所
得

税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

●
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円
以

下
（
複
数
か
ら
受
給
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

そ
の
合
計
額
）

●
公
的
年
金
等
の
全
部
が
源
泉
徴
収
の
対
象
と

な
る

●
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金

額
が
20
万
円
以
下

・
源
泉
徴
収
税
額
や
予
定
納
税
額
が
あ
り
、
所

得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
還
付
を
受

け
る
た
め
に
は
、
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

・
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
が

あ
り
、
そ
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
所

得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告

が
必
要
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
住
民
税
の

申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

住
民
税
に
関
す
る
詳
し
い
こ
と
は
、
役
場
住

民
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▽
確
定
申
告
を
受
け
付
け
ま
す	

ほ
か

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り


